


別紙（国立大学法人信州大学不正防止計画（平成24-26年度）） 平成２４年４月10日制定

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 25年度の取組みを継続する。

２５年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 24年度の取組みを継続する。

7月と2月は教職員に、10月は業者に対し、通報窓口をメール
等で案内する。10月の「財務担当部署意見交換会」で通報に
対する対応方針を職員に説明する。

24年度の取組みを継続する。10月に教職員の意識調査を実施
する。

（周知）
（25意識調査）
財務部総務監査G

（周知）
研究推進部

（監査）
財務部総務監査G

２４年度

２５年度

研究費の使用ルールが十分に理解されていな
い。

（ハンドブック）
研究推進部

（25意識調査）
財務部総務監査G

２５年度

5

4 研究費の執行が特定の時期に偏っている。 研究費を計画的に執行するよう周知する。

「研究費執行ハンドブック」を配布し、使用ルールを
周知する。

２４年度
９月と３月、教職員に「研究費執行ハンドブック」が使用され
るよう周知する。９月～１１月、「ハンドブック」の内容の確
認を行う。それを受け必要に応じ、改訂を行う。

24年度の取組みを継続する。10月に「研究費執行ハンドブッ
ク」の認知度調査を実施する。

 Ⅲ．不正発生要因の把握に関する事項

3

２５年度
9月、科研費公募に係る各部局通知に研究費の計画的な執行依
頼を加え周知する。

11月、各部局に研究費の計画的な執行依頼の周知文を送付す
る。送付後、部局内で教員への周知が行われたかを確認する。

区分

通報
制度

執行
ルール

執行
管理

預け金

２４年度

 Ⅱ．適正な運営・管理の基盤となる環境に関する事項

番号

2

1 意識
どのような行為が研究費不正とみなされるのか
十分に理解されていない。

教職員に対し、不正使用の事例を紹介する。研究費不
正は研究活動に深刻な影響を及ぼすことを周知する。

２６年度
教職員に対し、不正事例の紹介と随時研究費不正の重大さを周
知するとともに、各部局責任者においても、主体的に意識啓発
を行うよう依頼する。

（周知）
研究推進部

（周知）
（25意識調査）
財務部総務監査G

財務部総務監査G

不正防止計画

通報窓口を設置しているが、認知度が低く、内
部通報制度が十分に機能していない。

教職員及び業者に対し、通報窓口を周知する。職員に
対し、通報に適切に対応できるよう、説明を行う。

所管部署

教職員に対し、不正事例の紹介と随時研究費不正の重大さを周
知するとともに、各部局においても意識啓発を行うよう依頼す
る。

２４年度

２５年度

年度計画

 Ⅰ．関係者の意識向上に関する事項

不正を発生させる要因

教職員に対し、不正事例の紹介と随時研究費不正の重大さを周知
するとともに、各部局責任者においても、主体的に意識啓発を行
うよう依頼する。
10月に教職員の意識調査を実施する。

教職員と業者との関係が必要以上に密接にな
る。

取引業者に対し、定期的に大学の支出伝票と業者の売
上伝票の照合作業を行う。実施の前後に教職員に実施
を周知する。

２４年度
10月に実施を学内へ予告し、12月に大学で抽出した支出伝票
と業者の売上伝票の照合作業を行う。実施後の2月には、結果
を学内に周知する。
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別紙（国立大学法人信州大学不正防止計画（平成24-26年度）） 平成２４年４月10日制定

区分番号 不正防止計画 所管部署
年度計画

不正を発生させる要因

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２５年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２５年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２５年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度 24年度の取組みを継続する。

２６年度
教職員に対し，論文不正事例の紹介と随時論文不正の重大さを
周知するなど，啓発活動を行う。

（啓発活動）
研究推進部

（25意識調査）
財務部総務監査G

 Ⅳ．不正防止対策に関する事項

7
業者が、顧客（教職員）から「預け金」を依頼
されたときに断れない。

２５年度
24年度の取組みを継続する。10月に教員の論文不正の意識調
査を実施する。

Ⅴ．論文不正に関する事項

10
論文
不正

論文不正防止は，教員個人のモラルに任されて
いる。

論文不正防止の啓発活動を行う。

２４年度
行動規範の周知・徹底や，「研究記録用ノート」のメリットを
紹介し，その必要性，重要性についての理解を促すなど，啓発
活動を行う。

9

アルバイト雇用の手続きがルールから逸脱して
いる。

アルバイトの勤務実績が本人任せで適切に管理
されていない。

6

教員発注制度の利用者が、その権限を逸脱して
利用する。

購入依頼者が発注し，発注者自らが検収する。

事務部門による納品検収が形骸化している。

財務部総務監査G謝金

２４年度
10月に実施を学内へ予告し、12月に抽出した複数名に対し、
謝金支払いの事実確認を行う。実施後の2月には、結果を学内
に周知する。

２月、アルバイトの雇用手続きがルールどおりか、勤務実績管
理が本人任せになっていないかの監査を行う。

総務部人事課第三者によるチェック体制をつくる。

２４年度

謝金業務が実施されたか確認されていない。 第三者によるチェック体制をつくる。

（周知）
財務部調達管理G

（監査）
（25意識調査）
財務部総務監査G

業者に対し、不正取引に協力しないよう周知する。

２４年度

財務部総務監査G

教職員に対し、教員発注制度の権限の範囲と責任、及
び検収センターの趣旨を周知する。

検収センターでの検収が徹底されているか監査を実施
する。

10月、業者に対し、不正取引に協力しないこと及び検収セン
ターでの検収の徹底を周知する。

8

物品
購入

業者

２５年度
24年度の取組みを継続する。10月に教員発注制度の理解度調
査を実施する。必要に応じ、検収方法に関するﾏﾆｭｱﾙを見直
し、検収ｾﾝﾀｰでの検収の徹底を図る。

２４年度
５月、各部局に教員発注制度及び検収ｾﾝﾀｰの趣旨についての周
知文を送付し、送付後、部局内で教員への周知されたかを確認
する。１０月、検収ｾﾝﾀｰの監査を実施し、検収の徹底を図る。

アルバ
イト
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